
- 1 -

○
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
七
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
三
号
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
方
針

を
定
め
た
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
方
針

燃
料
資
源
の
大
部
分
を
輸
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
の
下
に
あ
る
我
が
国
に
お
い
て
は
、
近
年
の
国
民

経
済
の
発
展
に
伴
う
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
拡
大
、
国
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
を
背
景
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

量
は
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
が
逼
迫
す
る
お
そ
れ
は
、
恒
常
的
に
存
在

し
て
お
り
、
ま
た
、
主
と
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
起
因
す
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
は
、
人
類
の
生

存
基
盤
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
基
本
方
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
工
場
又
は
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
単
に
「
工
場
等
」
と
い
う
。

）
、
輸
送
、
建
築
物
、
機
械
器
具
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
総
合
的
に
進
め
る
見
地
か
ら
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
事
項
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量
が
国
民
経
済
の
発
展
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
の
合
理
化
の
推
進
に
依
存
す
る
と
と
も
に
、
産
業
構
造
、
企
業
行
動
、
交
通
体
系
、
国
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
そ
の
他
の

社
会
の
あ
り
方
の
変
化
に
よ
っ
て
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
我
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量
を
、
概
ね
石
油

代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
目
標
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）
及
び
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
（
平
成

二
十
年
三
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
の
策
定
に
当
た
り
勘
案
さ
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
長
期
見
通
し
の
水
準
と
す
る
こ

と
を
目
標
と
す
る
。

第
一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

一

工
場
等
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
が
講
ず
べ
き
措
置

（
一
）

工
場
等
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
は
、
次
の
各
項
目
の
実
施
を
通
じ
、
設
置
し
て
い

る
工
場
等
（
連
鎖
化
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
連
鎖
化
事
業
者
が
行
う
連
鎖
化
事
業
に
加
盟
す
る
者
が
設
置
し
て
い

る
当
該
連
鎖
化
事
業
に
係
る
工
場
等
を
含
む
。
以
下
（
一
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単
位
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の
改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
。

①

工
場
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
実
態
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
取
組
等
を
把
握
す
る
こ

と
。

②

工
場
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
取
組
を
示
す
方
針
を
定
め
、
当
該
取
組
の
推
進
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
。

③

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
統
括
者
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
企
画
推
進
者
を
中
心
と
し
て
、
工
場
等
全
体
の
総
合
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
。

④

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
設
備
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
優
れ
、
か
つ
、
効
率
的
な
使

用
が
可
能
と
な
る
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
。

⑤

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
向
上
及
び
効
率
的
な
使
用
の
観
点
か
ら
、
既
設
の
設
備
の
更
新
及
び
改
善
並
び
に
当
該

既
設
設
備
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
制
御
等
の
用
に
供
す
る
付
加
設
備
の
導
入
を
図
る
こ
と
。

⑥

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
設
備
の
運
転
並
び
に
保
守
及
び
点
検
そ
の
他
の
項
目
に
関
し
、
管
理
標
準
を
設
定
し
、

こ
れ
に
準
拠
し
た
管
理
を
行
う
こ
と
。
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⑦

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
統
括
者
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
企
画
推
進
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
者
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
管

理
員
の
的
確
か
つ
十
分
な
活
用
そ
の
他
工
場
等
全
体
に
お
け
る
総
合
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
体
制
の
充
実
を
図
る
こ

と
。

⑧

工
場
等
内
で
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
余
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
工
場
等
外
で
有
効
利
用
す
る
方
策
に
つ
い
て
検
討
し

、
こ
れ
が
可
能
な
場
合
に
は
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

（
二
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
事
業
を
行
う
者
は
、
（
一
）
に
掲
げ
る
各
項
目
の
実
施
を
通
じ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
転
換
に

お
け
る
効
率
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
た
め
の
施
設
全
体
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
需
要
の
変
動
に
応
じ
て
最
良
と
な
る
よ
う
な
効
率
的
な
施
設
の
運
用
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
輸
送
に
お
け
る
損
失
の
低

減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

二

貨
物
輸
送
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

貨
物
輸
送
事
業
者
（
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い
て
発
着
す
る
他
人
又
は
自
ら
の
貨
物
の
輸
送
を
、
業
と
し
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
用
し
て
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
項
目
の
実
施
を
通
じ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単
位
の
改

善
を
図
る
も
の
と
す
る
。
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①

貨
物
輸
送
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
取
組
を
示
す
方
針
を
定
め
、
当
該
取
組
の
推
進
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

②

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
優
れ
た
輸
送
用
機
械
器
具
を
導
入
す
る
こ
と
。

③

輸
送
用
機
械
器
具
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
運
転
又
は
操
縦
を
行
う
こ
と
。

④

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
輸
送
能
力
の
高
い
輸
送
用
機
械
器
具
を
導
入
す
る
こ
と
。

⑤

輸
送
用
機
械
器
具
の
効
率
的
な
活
用
を
図
る
観
点
か
ら
、
効
率
的
な
積
載
等
を
図
る
こ
と
。

⑥

自
営
転
換
、
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
を
推
進
す
る
た
め
の
環
境
醸
成
等
を
図
る
こ
と
。

三

荷
主
が
講
ず
べ
き
措
置

荷
主
（
自
ら
の
事
業
に
関
し
て
自
ら
の
貨
物
を
継
続
し
て
貨
物
輸
送
事
業
者
に
輸
送
さ
せ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
次
の
各
項
目
の
実
施
を
通
じ
、
貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸
送
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単
位
の

改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
。

①

貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸
送
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
実
態
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
に
関
す
る
取
組
等
を
把
握
す
る
こ
と
。
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②

貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸
送
に
関
し
、
荷
主
と
し
て
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
取
組

を
示
す
方
針
を
定
め
、
当
該
取
組
の
推
進
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

③

輸
送
量
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が
少
な
い
輸
送
手
段
の
効
果
的
活
用
を
図
る
こ
と
。

④

輸
送
効
率
の
向
上
を
図
る
た
め
、
貨
物
輸
送
事
業
者
に
対
し
積
み
合
わ
せ
輸
送
の
実
施
、
輸
送
量
に
応
じ
た
車
種

の
選
択
等
の
発
注
を
行
う
こ
と
。

⑤

輸
送
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
製
造
業
に
お
け
る
製
品
開
発
に
お
い
て
、
積
載
率
向
上
に
資
す
る
商
品
荷
姿
の
標

準
化
、
製
品
や
包
装
資
材
の
軽
量
化
等
を
図
る
こ
と
。

四

旅
客
輸
送
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

旅
客
輸
送
事
業
者
（
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い
て
発
着
す
る
旅
客
の
輸
送
を
、
業
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て

行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
項
目
の
実
施
を
通
じ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単
位
の
改
善
を
図
る
も
の
と

す
る
。

①

旅
客
輸
送
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
取
組
を
示
す
方
針
を
定
め
、
当
該
取
組
の
推
進
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。
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②

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
優
れ
た
輸
送
用
機
械
器
具
を
導
入
す
る
こ
と
。

③

輸
送
用
機
械
器
具
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
運
転
又
は
操
縦
を
行
う
こ
と
。

④

回
送
運
行
距
離
を
縮
減
す
る
よ
う
な
輸
送
用
機
械
器
具
の
運
用
等
を
図
る
こ
と
。

五

旅
客
の
輸
送
に
関
し
一
般
の
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

一
般
の
事
業
者
は
、
旅
客
輸
送
分
野
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
取
組
を
補
完
す
る
た
め
、
次
の
各
項

目
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

①

従
業
員
の
通
勤
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
利
用
推
進
を
図
る
こ
と
。

②

従
業
員
の
業
務
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
関
す
る
移
動
に
お
い
て
公
共
交
通
機
関
そ
の
他
の
環
境
負
荷
の
小
さ
い
交

通
手
段
の
利
用
推
進
を
図
る
こ
と
。

③

集
客
施
設
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
事
業
者
と
の
連
携
等
に
よ
り
来
客
の
公
共
交
通
機
関
そ
の
他
の
環
境
負
荷
の
小
さ

い
交
通
手
段
の
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
。

六

建
築
物
の
建
築
主
等
が
講
ず
べ
き
措
置

建
築
物
の
建
築
を
し
よ
う
と
す
る
者
、
建
築
物
の
直
接
外
気
に
接
す
る
屋
根
、
壁
又
は
床
の
修
繕
又
は
模
様
替
を
し
よ
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う
と
す
る
者
並
び
に
建
築
物
へ
の
空
気
調
和
設
備
等
の
設
置
又
は
建
築
物
に
設
け
た
空
気
調
和
設
備
等
の
改
修
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
当
該
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備

等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
を
図
る
た
め
、
的
確
な
建
築
等
を
行
う
と
と
も
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
優

れ
、
か
つ
、
効
率
的
な
使
用
が
可
能
と
な
る
空
気
調
和
設
備
等
の
設
置
又
は
適
切
な
改
修
を
す
る
も
の
と
す
る
。

七

建
築
物
の
所
有
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置

（
一
）

建
築
物
の
所
有
者
は
、
当
該
建
築
物
の
状
況
、
投
資
効
果
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
次
の
各
項
目
を
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

①

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
向
上
及
び
効
率
的
な
使
用
の
観
点
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
既
設
の
設
備
の
更

新
及
び
改
善
並
び
に
当
該
既
設
設
備
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
制
御
等
の
用
に
供
す
る
付
加
設
備
を
導
入
す
る

こ
と
。

②

建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
当
該
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
観
点
か
ら
、
当
該
建
築
物
の
適
正
な
維
持
保
全
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
建
築
物
の
性

能
の
向
上
を
図
る
た
め
、
改
修
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。
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（
二
）

建
築
物
の
所
有
者
又
は
そ
の
委
託
等
を
受
け
て
当
該
建
築
物
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
設
備
の
管
理

を
行
う
者
は
、
当
該
設
備
の
運
転
並
び
に
保
守
及
び
点
検
そ
の
他
の
項
目
に
関
し
、
管
理
標
準
の
設
定
そ
の
他
の
措
置

に
よ
り
適
正
な
管
理
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
テ
ナ
ン
ト
と
の
連
携
を
含
む
当
該
建
築
物
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
管
理
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

八

建
築
物
の
設
計
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置

建
築
物
の
設
計
又
は
施
工
を
行
う
者
は
、
的
確
な
設
計
又
は
施
工
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を

通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
に
建

築
物
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
が
高
い
建
築
物
の
普
及
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

九

建
築
材
料
の
製
造
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置

建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
材
料
を
製
造
し
、
加
工
し
、
又
は
輸
入

す
る
事
業
を
行
う
者
は
、
断
熱
性
の
高
い
建
築
材
料
の
開
発
、
製
造
、
加
工
及
び
輸
入
並
び
に
断
熱
性
に
係
る
品
質
の
表

示
並
び
に
施
工
の
容
易
性
の
向
上
等
を
通
じ
た
断
熱
性
の
高
い
建
築
材
料
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

十

住
宅
事
業
建
築
主
が
講
ず
べ
き
措
置
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住
宅
事
業
建
築
主
（
住
宅
の
建
築
を
業
と
し
て
行
う
建
築
主
を
い
う
。
）
は
、
そ
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
（
以

下
「
特
定
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
当
該
住
宅
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
住
宅
に
設
け
る

空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
に
当
該
住
宅
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
の
向
上
を
図
る
た
め

、
的
確
な
建
築
等
を
行
い
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
優
れ
、
か
つ
、
効
率
的
な
使
用
が
可
能
と
な
る
空
気
調
和
設
備
等

の
設
置
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
性
能
の
向
上
に
資
す
る
特
定
住
宅
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
導
入
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

十
一

機
械
器
具
の
製
造
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置

（
一
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
機
械
器
具
に
つ
き
、
製

品
開
発
、
設
計
、
試
作
、
量
産
の
各
段
階
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
向
上
に
力
点
を
置
い
た
事
業
活
動
を
展

開
す
る
と
と
も
に
、
需
要
家
の
実
情
に
応
じ
た
機
械
器
具
の
効
率
的
な
使
用
を
可
能
と
す
る
技
術
の
開
発
及
び
導
入
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
が
優
れ
、
か
つ
、
よ
り
効
率
的
な
使
用
が
可
能
と
な
る
製
品
の
比
率
が
向
上
す
る
よ
う
、
消
費
者
の
適
正
な
選
択
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に
資
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

十
二

機
械
器
具
の
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置

自
動
車
、
冷
暖
房
機
器
、
給
湯
用
機
器
、
照
明
機
器
、
事
務
用
機
器
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
を

使
用
す
る
者
は
、
そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
優
れ
、
か
つ
、
効
率
的
な
使
用
が
可
能
と
な
る
も

の
を
可
能
な
限
り
選
択
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
管
理
に
よ
る
機
械
器
具
の
性
能
の
維
持
、
無
用
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の

防
止
等
を
通
じ
、
当
該
機
械
器
具
の
効
率
的
な
使
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

十
三

事
業
活
動
を
通
じ
て
一
般
消
費
者
が
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
協
力
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
業
者
が

講
ず
べ
き
措
置

事
業
活
動
を
通
じ
て
一
般
消
費
者
が
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
協
力
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
業
者
は
、

消
費
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
取
組
を
促
す
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
特
に
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
、
建
築
物
の
販
売
事
業
者
等
及
び
機
械
器
具
の
小
売
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
以
下
の
観
点
に
留
意
し

て
情
報
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
一
）

一
般
消
費
者
に
対
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
事
業
を
行
う
者
は
、
消
費
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
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に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
消
費
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
状
況
の
推
移
に
関
す
る
情
報
提
供
等
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）

建
築
物
の
販
売
又
は
賃
貸
の
事
業
を
行
う
者
は
、
消
費
者
に
よ
る
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損

失
の
防
止
及
び
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
に
建
築
物
に
必
要
と

さ
れ
る
性
能
の
優
れ
た
建
築
物
の
選
択
を
よ
り
行
い
や
す
く
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
ら
が
販
売
又
は
賃
貸
し
て
い

る
建
築
物
の
当
該
性
能
の
情
報
提
供
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
三
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
小
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
消
費
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の

優
れ
た
機
器
の
選
択
を
よ
り
行
い
や
す
く
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
ら
が
販
売
し
て
い
る
機
械
器
具
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
の
情
報
提
供
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

十
四

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及

工
場
等
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
、
貨
物
輸
送
事
業
者
、
荷
主
、
旅
客
輸
送
事
業
者
、
建
築

物
の
設
計
又
は
施
工
の
事
業
を
行
う
者
、
機
械
器
具
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
事
業
者
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消

費
す
る
設
備
、
輸
送
用
機
械
器
具
等
の
使
用
方
法
の
改
善
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
向
上
に
係
る
技
術
、
建
築
物
の
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外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利

用
に
係
る
技
術
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

十
五

地
域
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
に
資
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
普
及

我
が
国
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
総
合
的
に
進
め
る
上
で
、
廃
熱
の
有
効
利
用
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
活
用
等
を
通
じ
一
定
地
域
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
複
数
の
者
全
体
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利

用
を
図
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
す
る
者
は
、
当
該
地
域

に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
の
賦
存
状
況
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
構
造
等
を
勘
案
し
た
最
適
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス

テ
ム
の
導
入
及
び
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
者
は
、
か
か
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス
テ
ム

の
導
入
及
び
普
及
に
対
し
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
者
等
と
し
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
自
ら
が
講
ず
べ
き
事
項

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
事
業
を
行
い
、
貨
物
又
は
旅
客
を

輸
送
し
、
又
は
荷
主
、
建
築
物
の
建
築
主
、
設
計
者
若
し
く
は
所
有
者
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
率
先
し
て
「
第
一
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エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
」

に
掲
げ
る
各
事
項
（
以
下
「
特
定
事
項
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

二

設
備
投
資
等
に
対
す
る
支
援

国
は
、
特
定
事
項
に
即
し
て
行
わ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
事
業
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
財
政
上
の
措
置
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
そ
れ
ら
の
措
置
に
係
る
十
分
な
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
に
対
す
る
支
援

国
は
、
特
定
事
項
に
即
し
て
行
わ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
体
制
の
充
実
、
機
械
器
具
の
効
率
的
な
使
用
そ
の
他
の
措
置

の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
従
事
す
る
技
術
者
の
育
成
及
び
確
保
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使
用
の
合
理
化
に
係
る
技
術
的
知
識
の
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

四

技
術
開
発
に
対
す
る
支
援

国
は
、
特
定
事
項
に
即
し
て
行
わ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
技
術
の
開
発
を
支
援
す
る
た
め
、
財



- 15 -

政
上
の
措
置
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
措
置
に
係
る
十
分
な
情
報
の
提
供
を
行
う

も
の
と
す
る
。

五

地
域
に
お
け
る
最
適
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
普
及
に
対
す
る
支
援

国
は
、
廃
熱
の
有
効
利
用
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
等
を
通
じ
一
定
地
域
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
複

数
の
者
全
体
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
を
図
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
普
及
を
支
援
す
る

た
め
、
財
政
上
の
措
置
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
措
置
に
係
る
十
分
な
情
報
の
提

供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

六

研
究
開
発
の
推
進
等

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
進
め
る
上
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
に
資
す
る
科
学
技
術
の
振
興

を
図
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
は
、
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普

及
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七

国
民
に
対
す
る
教
育
、
広
報
等

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
の
理
解
と
実
践
が
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不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す

る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三

適
用
期
日

一

こ
の
基
本
方
針
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
柱
書
き
中
「
工
場
又
は
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
単
に
「
工
場
等
」
と
い

う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
工
場
又
は
事
業
場
（
以
下
単
に
「
工
場
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
一
の
十
四
中
「
工
場
等
」
と

あ
る
の
は
「
工
場
」
と
す
る
も
の
と
す
る
。

二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

使
用
し
て
事
業
を
行
う
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
一
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八

日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
三
号
第
一
の
一
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。


